（様式11）
共同企業体協定書
第１条（目的）
〇〇〇（以下、「甲」という。）、■■■（以下、「乙」という。）は、第２条に示す事業を共同して営むことを目的とし、協定書を締結する。

第２条（事業概要）
事業の内容は、沖縄県の発注に係る「令和８年度地域の文化芸術振興事業（県外）業務委託」（以下「本業務」という。）の受託とする。

第３条 （名称）
本協定書に基づき設立する共同企業体は、△△△（以下「当企業体」という 。）と称する。

第４条 （事務所の所在地）
当企業体は、事務所を〇〇〇（住所）内に置く。

第５条 （成立の時期及び解散の時期）
当企業体は、令和〇月〇月〇日に成立し、その存続期間は令和〇年〇月〇日までとする。
２　前項の規定にかかわらず、当共同企業体は、本事業を受託することができないことが確定した日に解散する。

第６条 （構成員の住所及び名称）
当企業体の構成員は、次のとおりとする。
甲　（所在地）
（法人名・代表者名）
　
乙　（所在地）
（法人名・代表者名）

第７条 （代表者の名称）
当企業体は、〇〇〇（代表者名）を代表者とする。

第８条 （代表者の権限）
当企業体の代表者は、本事業の実施に関し、当企業体を代表して、発注者と折衝する権限並びに当該企業体の名義をもつて委託料の見積、請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。

第11条 （取引金融機関）
当企業体の取引金融機関は、（金融機関名）とし、当該企業体の代表者の名義により設けられた預金口座によって取引するものとする。

第12条（運営委員会）
　当企業体は、各構成員全員をもって運営委員会を設け、本業務の運営に当たるものとする。

第13条（業務の分担）
各構成員の業務は以下のとおりとする。
甲： 
乙： 

第14条（構成員の連帯責任）
当企業体は、それぞれの分担した業務について進捗管理を行い、当共同企業体の構成員は、本業務の執行に関して連帯して責任を負うものとする。

第15条（構成員の個別責任）
当企業体の各構成員がその分担に係る本業務の執行に関し、各構成員の責めに帰すべき事由により発注者又は第三者に損害を与えた場合は、当該構成員がこれを負担するものとする。

第16条（収支）
　各構成員は、本事業に関して受領して預かった全ての収入、又は立替えにより拠出した費用がある場合は、速やかにそれを証明する書類とともに甲に提示して報告する。
２　甲は、本事業実施期間中、定期的に、本事業に関する収支を当企業体に報告する。

第17条（権利譲渡の禁止）
各構成員は、本協定書に基づき取得した権利及び義務の一部または全部を第三者に譲渡もしくは貸与してはならず、または担保に供してはならない。

第18条（暴力団との取引排除）
各構成員は、他の各構成員に対し、次の事項を表明保証する。
(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）
(2) 暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

第19条（業務途中における構成員の脱退）
各構成員は、発注者及び各構成員全員の承認がなければ、当企業体が業務を完了する日までは脱退することができない。

第20条（業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置）
各構成員のうちいずれかが業務途中において破産または、解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完成するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難な時は、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当企業体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は脱退した構成員の分担業務を完了する。

第21条（その他）
本協定書に規定のない事項、または本協定書の解釈に疑義のあるときは、各構成員で誠意を以て協議し、円満に解決する。

第22条（管轄裁判所）
本協定の紛争については、那覇地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。


本協定成立の証として本書〇通を作成し、各構成員が記名押印のうえ、各1通を保有する。

令和　年　月　日
（企業体名）
代表者　　（所在地）
（法人名・代表者名）　印


構成員　　（所在地）
（法人名・代表者名）　印
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